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国税局や税務署で、税のスペシャリスト
として働く国税専門官（国家公務員・大
学卒業程度）を募集します。詳しくは国
税庁ホームページをご確認ください。
問 土浦税務署 総務課　☎ 029 ‐ 822 ‐
1104

国税専門官（税務職員）採用
試験申し込みについて

手続き・申請

農業委員会
各 種 申 請

3 月の農地法に基づく許可申請の受付期
間は次のとおりです。
▶受付期間：3 月 22 日㈬～ 24 日㈮
※定例総会は 4 月 10 日㈪の予定です。
問 農業委員会事務局（内線 6301、6302）

■令和 5 年度海上保安官採用試験
▶受付期間：3 月 1 日㈬～ 20 日㈪
▶第 1 次試験日：6 月 4 日㈰
▶採用（入校）時期：令和 6 年 4 月
■令和 5 年度海上保安学校学生採用試験
▶受付期間：3 月 1 日㈬～ 8 日㈬
▶第 1 次試験日：5 月 14 日㈰
▶採用（入校）時期：令和 5 年 10 月

▶申込方法：インターネットからお申し
込みください。
※受験資格など詳しくは、人事院もしく
は下記の海上保安庁ホーム
ページをご確認ください。
問 茨城県海上保安部管理課 
☎ 029 ‐ 263 ‐ 4118

海上保安庁職員採用試験
申し込みについて

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、
父または母と生計を同じくしていない児
童（0 ～ 18 歳）を養育している家庭の生
活の安定と自立の促進を目的として支給
される手当です。この手当は、申請しな
ければ支給されません。
※配偶者と生計同一である場合（事実上
の婚姻関係と同様の事情にある場合を含
む）や、日本国内に住所がない場合は支
給されません。
※児童の心身に、おおむね中度以上の障
がいがある場合は、20 歳まで受給できる
場合があります。
※障害基礎年金等を受給されている方は、
児童扶養手当額が障害基礎年金等の「子
の加算部分」の額を上回る場合、その差
額を児童扶養手当として受給できる場合
があります。
手当額・支給要件については、市ホーム
ページをご確認ください。
問 伊奈庁舎こども課

（内線 4202）

児童扶養手当を
ご存知ですか
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普通課程：機械システム科および電気工事科
▶試験区分：一般入学（追加日程）
▶出願期間：2 月 27 日㈪～ 3 月 15 日㈬
▶試験日：3 月 22 日㈬
▶合格発表：3 月 24 日㈮

問 茨城県立筑西産業技術専門学院 
☎ 0296 ‐ 24 ‐ 1714 
✉chikusansen@pref.ibaraki.lg.jp
FAX：0296 ‐ 25 ‐ 6071

筑西産業技術専門学院
学院生募集

■幹部候補生（一般）
▶応募資格：22 歳以上 26 未満の方（20
歳以上 22 歳未満の方は大卒（見込み含
む）、修士課程修了者など（見込み含む）
は 28 歳未満の方）
▶受付期間
①3月1日㈬～4月14日㈮（音楽要員除く）
②3月1日㈬～6月15日㈭（飛行要員除く）
▶試験期日
① 1 次：4 月 22 日㈯・23 日㈰　

（4 月 23 日㈰は海・空飛行要員のみ）
    2 次：5 月 26 日㈮～ 6 月 1 日㈭
    3 次：（海・空要員のみ）

（海）：6 月 22 日㈭～ 26 日㈪
（空）：7 月 15 日㈯～ 8 月 3 日㈭
② 1 次：6 月 24 日㈯
    2 次：8 月 1 日㈫～ 7 日㈪
■一般曹候補生
▶応募資格：18 歳以上 33 歳未満の方（32
歳の方は、採用予定月の末日現在、33 歳
に達していない方）
▶受付期間　※第 1 回および第 2 回で採
用予定数を満たせる場合、第 3 回は実施
しない場合があります。
① 3 月 1 日㈬～ 5 月 9 日㈫
② 7 月 1 日㈯～ 9 月 5 日㈫
③ 9 月 6 日㈬～ 11 月 30 日㈭
▶試験期日 ※いずれか 1 日を指定します。
① 1 次：5 月 19 日㈮～ 28 日㈰
    2 次：6 月 17 日㈯～ 7 月 2 日㈰
② 1 次：9 月 15 日㈮～ 24 日㈰
    2 次：10 月 14 日㈯～ 11 月 5 日㈰
③ 1 次：12 月 9 日㈯～ 14 日㈭
    2 次：令和 6 年 1 月 6 日㈯～ 14 日㈰
問 自衛隊茨城地方協力本部
　龍ケ崎地域事務所

（茨城県龍ケ崎市寺後 3629
‐ 5）☎ 0297 ‐ 64 ‐ 3351
✉hql-ibaraki@pco.mod.go.jp

自衛官を
募集します

問問  つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 2111つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 211114


